
被災地域農業復興総合支援事業

（東日本大震災復興交付金）

対策のポイント

東日本大震災により被災した市町村が策定する復興交付金事業計画に基づ

き、必要となる農業用施設の整備等を行う市町村を総合的に支援します。

＜背景／課題＞

・東日本大震災の被災地域の農業の復興を図るためには、様々な農業用施設等を一度に

整備する必要がありますが、被災地においては、農業用施設等の整備に必要な資金調

達能力を備えている地方公共団体は少なく、このままでは、復興への第一歩が踏み出

せない状況にあります。

政策目標

被災地域の農業の復興

＜主な内容＞

被災地域の農業の復興のための総合支援

被災市町村が策定した復興交付金事業計画に基づき実施する乾燥調製施設や水耕

栽培施設等の農業・加工用施設及び農業用機械の整備等を総合的に支援します。

補助率：（上乗せ後）３／４以内

（残りは地方交付税により全て手当）

事業実施主体：市町村

[お問い合わせ先：経営局就農・女性課 （０３－６７４４－２１４８）]

［平成26年度予算の概要］


